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阪南市議会基本条例（案） 

 

目次 

前文 

第１章 総則（第１条） 

第２章 議会及び議員の活動原則（第２条・第３条） 

第３章 市民と議会の関係（第４条） 

第４章 議会と市長等の関係（第５条・第６条） 

第５章 議会の活動（第７条―第１５条） 

第６章 議会及び議会事務局の体制整備（第１６条―第２０条） 

第７章 議員の政治倫理、定数及び報酬（第２１条・第２２条） 

 第８章 補則（第２３条・第２４条） 

附則  

阪南市は、アマモの育つ魚庭（なにわ）の海とみどり豊かな山々に囲

まれ、関西国際空港からも近く、歴史と文化を大切にする住みやすいま

ちです。 

阪南市議会（以下「議会」という。）は、阪南市民から選挙で選ばれた

議員により構成される機関であり、日本国憲法、地方自治法（昭和２２

年法律第６７号）及び阪南市自治基本条例（平成２１年阪南市条例第２

１号）に基づき、二元代表制の下、その機能を発揮、向上させながら、

地方自治の本旨の実現を目指します。 

議会は、「市民に親しまれる、市民に開かれた議会」、「子どもも大人も

政治に関心を持ち、参加し、挑戦したいと思える議会」を目指し、市民

との協調の下に地方分権の時代にふさわしい活発な議会を築いていきま

す。 

議会は、「里海里山、自然との共生」、「歴史と文化」を重んじ、市民と

の信頼関係を高め、新たな価値の創造に向けて持続可能で未来につなが
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るまちづくりを進めることを決意し、ここに議会及び議員の活動の基本

を定めた最高規範となる本条例を制定します。 

 

【解説】  

 阪南市議会ではこれまで、市民福祉の向上のため議会の持つ機能の充

実に努めてきました。前文では、阪南市の市域の特徴をはじめ、本条例

の趣旨を示したうえで  

・市民に親しまれる、市民に開かれた議会  

・子どもも大人も政治に関心を持ち、参加し、挑戦したいと思える議会  

この二つを大きな柱として市民と信頼関係を高め、協調しながら活発な

議会を築く決意を表しています。  

 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この条例は、議会及び議員の責務及び活動に関する基本的事項

を定めることにより、地方分権と住民自治の時代にふさわしい議会の

在り方を明らかにするとともに、更なる議会の活性化を図り、もって

市民福祉の向上と市政の発展及び持続可能で環境にやさしいまちづ

くりに寄与することを目的とする。 

 

【解説】  

 議会や議員の責務、活動について明確にし、議会、議員と市民の共通

認識とすることで、市民福祉の向上、市政の発展はもとより、持続可能

で環境にやさしいまちづくりに寄与することをこの条例の目的として規

定しています。  

 

第２章 議会及び議員の活動原則 
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（議会の活動原則） 

第２条 議会は、市民の声を市政に反映する市の意思決定機関であり、

次の各号に掲げる原則に従い活動する。 

(1) 公正性をもって市民に開かれたクリーンな議会を目指すこと。 

(2) 市民に情報公開と説明責任を果たすこと。 

(3) 議決にあっては、長期的展望をもって臨むこと。 

(4) 適正な市政運営が行われているかを監視すること。 

(5) 市民に親しまれる議会を目指し、傍聴したくなる議会運営に努め

ること。 

 

【解説】  

 本条では第 1 条で定めた目的を達成するために議会を「市民の声を市

政に反映する意思決定機関」として位置づけ、その活動原則について 5

つの項目で規定しています。特に「市民に開かれたクリーンな議会」を

目指すことを強調しています。  

 

（議員の活動原則） 

第３条 議員は、次に掲げる原則に基づき活動を行わなければならない。 

(1) 議会が言論の府であること及び合議制の機関であることを十分

認識し、活発な議論を行い、議員間の意思疎通の円滑化に努めるこ

と。 

(2) 市民の意見を的確に把握するために調査及び研究活動を行い、併

せて自己研さんに努めること。 

(3) 市民の代表として市民全体の福祉の向上を目指して活動し、条例

又は政策の提案を積極的に行うよう努めること。 

 

【解説】  
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 本条では第 1 条で定めた目的を達成するため、市民の代表としての議

員のあるべき活動原則を定めています。活発な議論はもちろん大切です

が、原則として合議制の機関であることを常に認識し、議員間の意思の

疎通の円滑化に努めるものとしています。  

 また、市民の代表として一部の市民の声のみではなく、市民全体の福

祉の向上を目指すことも明記しています。  

 

第３章 市民と議会の関係 

（市民参加及び市民との連携） 

第４条 議会は、議員及び市民が情報及び意見を交換する多様な場を設

けるよう努める。 

 

【解説】  

 議会は、市民参加と市民の連携を積極的に進めるものとします。具体

的には本会議と常任委員会、特別委員会は原則として公開し、市民が議

会の議論の内容及びその結果の情報を得やすくするように努めるものと

します。なお、議会運営委員会については会議の性質上、非公開として

います。  

議会主導で議員全員が地域に出向き、直接市民に報告・意見交換する

「市民と議会の語ろう会」（議会報告会）の開催についても、引き続き調

査研究を進めるものとします。  

 

第４章 議会と市長等の関係 

 （議員と市長等の関係） 

第５条 本会議における議員と市長その他の執行機関及びその補助機関

（ 以下「市長等」という。）との質疑応答は、論点及び争点を明確に

して行うものとする。 
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２ 本会議及び委員会において、議員の質問に対し答弁をする市長等は、

議長又は委員長の許可を得て、趣旨を確認する目的で反問することが

できる。 

 

【解説】  

 二元代表制では、議会と市長がともに市民を代表し、この二つの代表

機関が常に相互の緊張関係を保持しながら、それぞれの責務と役割を果

たしていくことになっています。そうした二元代表制の意義から、質疑

応答について論点や争点を明らかにすることを定め、さらに、市長等が

議員の質疑の趣旨を確認するための反問権について定めています。  

 

（市長による政策等の形成過程の説明） 

第６条 市長等は、政策を提案する場合は、議会の審議における論点を

明確化し、その政策水準を高めることに資するため、次に掲げる事項

について明らかにするよう努めなければならない。 

(1) 政策提案の趣旨 

(2) 提案に至るまでの経緯 

(3) 他の政策との検討内容 

(4) 市民参加の実施の有無とその内容 

(5) 総合計画（市における総合的かつ計画的な行政の運営を図るため

の基本的な計画をいう。）との整合性 

(6) 財源措置 

(7) 将来にわたる効果及び費用 

２ 前項の規定は、予算の提案及び決算の認定について準用するものと

する。 

 

【解説】  
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 議会は、市長等の提案した重要な政策等の審議において、その論点を

明確にし、丁寧な政策論議が行えるよう、7 つの事項について市長等に

対し説明を求めることができることを定めています。そもそも市長等が

議会への説明の際にはこの 7 つの事項を常に意識をしながら提案しなけ

ればなりません。  

 

第５章 議会の活動 

 （議員間の自由討議） 

第７条 議員は、議会の機能を発揮するため、本会議及び委員会におい

て、議員及び市長から提出された議案並びに市民等から提出された請

願、陳情等に関して、議員相互間の自由な討議に努めるものとする。 

 

【解説】  

 議員は、議会が言論の府であることを十分に認識し、議員同士の議論

を尽くすために、必要に応じて議員間の自由討議に努めることを定めて

います。  

議会が、独任制の市長と大きく相違する点は、議決する過程で賛否の

意見が存在しても議員同士の議論を経て、一つの結論が形成されていく

という合議制の機関であるということにあります。  

 

（政策立案） 

第８条 議会は、議員からの提案による条例の制定等あらゆる手段を用

いて、政策立案を行う。 

 

【解説】  

 議会が、地方分権の進展や市民の多様な意見・要望に応え、議会の政

策水準の向上を図るため、市長等への監視機能にとどまらず、議員提案
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による条例の制定や市長提出議案の修正など、様々な方法により議員同

士が議論を尽くしながら積極的に政策を立案し、市長等に提言していく

ことを定めています。  

 

（政策討論会） 

第９条 議会は、合意形成を得るため、政策討論会を開催することがで

きる。 

 

【解説】  

 議会として市政に関する重要な政策や課題に対して、議員同士の自由

な討議を通じて合意形成を図り、積極的な政策提案などを行っていくた

め、政策討論会を開催することができると定めています。政策討論会の

構成及びその設置運営等に関しては別途、十分に調査研究を進めていく

こととします。  

 

（監視及び評価） 

第１０条 議会は、市長等が行う事務の執行に対し、監視及び評価を行

う。 

２ 議会は、改善の必要があると認めるときは、市長等に対し、適切な

措置又は対応をとるよう求める。 

 

【解説】  

 議会は、議決権(地方自治法第 96 条)、検査権(地方自治法第 98 条第 1

項)、調査権(地方自治法第 100 条)などの権限を行使することにより、市

長等の事務執行について適正、効率的、効果的に行われているかを監視・

調査し、その評価を行うものと定めています。その評価の結果、行政事

務の執行や政策に、改善や是正の必要があると認められる場合には、予
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算措置や事務・事業の執行にかかる方策の是正、条例の制定や改廃等の

対応を求めることを定めています。  

 

（委員会） 

第１１条 委員会の設置は、阪南市議会委員会条例（平成３年阪南町条

例第４０号）の定めるところによる。 

２ 委員会は、市政の課題に適切かつ迅速に対応するため、所管事務の

調査を実施し、その機能を十分発揮しなければならない。 

 

【解説】  

 議会は、委員会の持つ専門性と特性を活かして、付託案件の審査だけ

にとどまることなく、市政の諸課題についても問題意識を持って質疑を

行い、議論を深めるよう規定しています。  

 

（会派） 

第１２条 議員は、議会活動を行うに当たり、会派を結成することがで

きる。 

２ 会派は、政策決定、政策提言、政策立案等に際して、会派間で調整

を行い、合意形成に努めるものとする。 

 

【解説】  

 会派は、議会運営の円滑化や効率化のため、同じような意見、考え方

を持った議員が集まって結成します。市政に関する種々の問題を多面的

に討議し、合意形成を図ることにより、充実した議会活動が期待できる

としたものです。  

 

（情報発信） 
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第１３条 議会は、インターネット配信等、情報技術の発達を踏まえた

多様な広報手段を活用することにより、議会中継放送を行うなど市民

が議会と市政に広く関心を持つよう議会広報活動に努めるものとす

る。 

２ 議会は、議会活動をはじめ、議案に対する各議員の対応を公表する

等、情報の公開と共有に努めるものとする。 

 

【解説】  

 議会活動の活性化及び効率的な議会運営を図るために、情報通信技術

を積極的に活用していくことを定めています。現在、阪南市議会ではホ

ームページにて議事録をはじめ様々な情報公開をするとともに、議会や

常任委員会の様子をｙｏｕｔｕｂｅ（ユーチューブ）で発信をしていま

す。  

市議会ホームページ  

 https://www.city.hannan.lg.jp/shigikai/index.html  

議会・委員会のｙｏｕｔｕｂｅ  

 https://www.youtube.com/channel/UC-

LSaa7jtRM1HbwhTKvnvug 

 

（政務活動費） 

第１４条 議員は、議会の役割及び議員の職務を十分に認識した上で、
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調査研究その他の活動に資するため、政務活動費の交付を受けること

ができる。 

２ 議員は、証拠書類を公開し、政務活動費の使途の透明性を確保する

ものとする。 

３ 政務活動費の交付については、別に条例の定めるところによる。 

 

【解説】  

 地方自治法第 100 条第 14 項の規定に基づき交付される政務活動費に

ついて、調査及び研究その他の活動に資するため、有効に執行するよう

定めています。  

また、政務活動費を受ける議員又は会派は、収支報告書及び領収書等

を公開することによって使途の透明性を確保するよう規定しています。  

 

（次世代への取り組み） 

第１５条 議会は、政治参加への環境を整えるため、小中学校への出前

講座や子ども議会等の開催に向けて関係機関と連携を図り、努力する

ものとする。 

 

【解説】  

 前文に明記しているように、阪南市議会では「子どもも大人も政治に

関心を持ち、参加し、挑戦したいと思える議会」を作るために、議会は

小中学校への出前講座や子ども議会等の開催に向けて教育委員会や学校

機関と連携を図り、調査研究を進めるものと定めています。  

 

第６章 議会及び議会事務局の体制整備 

 （学識経験を有する者等の活用） 

第１６条 議会は、議案等の調査及び研究に当たり、適切な判断に資す
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るため、必要があると認めるときは、地方自治法に規定する学識経験

を有する者等による専門的事項に係る調査並びに公聴会制度及び参

考人制度を活用し、議会の意思決定に反映するよう努めるものとする。 

 

【解説】  

 地方自治法第 100 条の 2 では、「専門的事項に係る調査を学識経験を

有する者等にさせることができる」と定められています。同法第 115 条

の 2 第 1 項に規定する公聴会制度や、同法同条第 2 項に規定する参考人

制度とあわせて、これらの制度を積極的に活用し、議会審議や委員会審

査の充実を図ることを規定したものです。  

 

（危機管理体制の整備） 

第１７条 議会は、災害及び感染症等の緊急事態が発生したときは、市

民の生命、身体及び財産に関する安全及び安心を確保するため、市長

等と協力し、危機管理体制の整備に努めるものとする。 

 

【解説】  

 議会は、近年多発する大規模な自然災害の発生や重大な感染症のまん

延等に対応するため、必要に応じ、議員で構成する災害対応支援本部の

設置を検討し、市や市民への支援活動に努めます。あわせて、緊急時で

あっても議事運営が滞らないように阪南市議会災害マニュアルの策定に

ついても調査研究を進めます。  

 

（議員研修の充実） 

第１８条 議会は、議員の政策形成能力及び資質の向上を図るため、広

く各分野の専門家等を招き、議員研修会を年１回以上開催するものと

する。 
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【解説】  

 第 8 条に定める議会の政策立案の推進や、第 10 条に定める行政事務

の監視や評価をするためのスキルの向上のためには、行政課題に対する

議員の見識を高める必要があるとともに、政策形成や政策立案能力の向

上を図ることが不可欠となることから、各分野の専門家や有識者による

研修を行います。  

 

（議会事務局の体制整備） 

第１９条 議会は、議会の政策立案能力を向上させ、議会活動を円滑か

つ効率的に行うため、議会事務局の調査及び法務機能の充実を図るも

のとする。 

 

【解説】  

 第 5 章全体に規定する議会の機能強化、特に議会の政策立案能力等の

機能が十分に発揮できるようにするために、議会活動をサポートする議

会事務局の機能を強化することを定めています。  

 

（議会図書室の充実） 

第２０条 議会は、議員の調査研究に資するため、議会図書室の充実に

努めるものとする。 

 

【解説】  

 議会図書室は、地方自治法第 100 条第 19 項の規定により設置が定め

られており、その充実に努めることを規定しています。  

 

第７章 議員の政治倫理、定数及び報酬 
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 （議員の政治倫理） 

第２１条 議員は、選挙で選ばれた市民の代表として、良心と責任感を

もって、品位の保持に努めなければならない。 

 

【解説】  

 議員は、市民から高い倫理性と義務が求められていることを深く自覚

し、市民の代表としてふさわしい品位を保つことを定めています。また、

阪南市議会議員政治倫理条例に関しては今後、その設置に向けて調査研

究を進めるものとします。  

 

（議員の定数及び報酬） 

第２２条 議員の定数及び報酬の基準は、市の人口、面積、財政力及び

事業課題並びに他市の状況等を総合的に検討し、決定するものとする。 

２ 議員定数の改正については、市政の現状と課題、将来の予測と展望

を十分に考慮するものとする。 

３ 議員報酬の改正については、阪南市特別職給料等審議会の意見のほ

か、市民の客観的な意見も十分に考慮するものとする。 

４ 阪南市議会議員定数条例（平成１４年阪南市条例第２４号）又は阪

南市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例（昭和４７年阪

南町条例第２６号）を改正する条例案を議員が提出する場合は、前３

項の規定による明確な改正理由を付さなければならない。 

 

【解説】  

 議員の定数は、地方自治法において条例で定めることとされており、

現在、「阪南市議会議員定数条例」により 14 人と定めています。  

議員の報酬は、現在、「阪南市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関

する条例」により定められています。今後も、阪南市特別職給料等審議
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会（令和 4 年 11 月に開催された当審議会では、現在の議員報酬につい

ては「現行の条例本則の月額に据え置くことが適当」との答申が出てい

ます。）や市民の客観的な意見も充分に考慮すべきものと定めています。 

議員定数や報酬の改正については、市民への説明責任を果たすために、

委員会又は議員が検討経過を明らかにし、改正の理由を付けて議案を提

出することを定めています。その審議の際は、様々な状況や課題、他市

の状況などを総合的に検討するものと規定しています。  

 

第８章 補則 

 （条例の位置付け） 

第２３条 この条例は、議会及び議員の活動の基本を定めた最高規範で

ある。 

 

【解説】  

 本条例は、議会・議員に関して、最も重要かつ基本的な事項を定めた

もので、議会と議員に関する事項を定める本市例規体系における最高規

範です。そのため、この体系に属する例規を制定、改廃する場合には、

本条例の趣旨を尊重し、整合性を図る必要があります。  

 

（条例の見直し） 

第２４条 議会は、この条例の施行後、常に市民の意見及び社会情勢の

変化等を勘案するとともに、議会運営に係る評価と改善を行うため、

特別委員会等を設置し、この条例の規定について検討を加え、その結

果に基づいて適切な措置を講ずるものとする。 

 

【解説】  

 議会は、本条例が絶えず市民の意見や社会情勢に合致しているのかを



15 

 

少なくとも年 1 回以上、 正副委員長を設置する特別委員会等で評価・検

討します。また、これについては市民への情報公開を原則とします。  

慎重に評価・検証した上で、必要に応じて、議会として本条例の改正

や運用の見直し等の措置を講じますが、 改正等に当たっては市民への説

明責任を果たすため、改正理由など詳細を説明しなければならないと定

めています。  

 

附 則 

 この条例は、令和  年  月  日から施行する。 

 

 


